
審議事項（４） 

1 

 
平成 24 年 12 月 12 日 

 

専門委員会における専門委員長の交代及び専門委員の選退任について 

 
（敬称略） 

都 正二 前委員は、下記専門委員会の専門委員長及び専門委員を退任する。新専門委員長に
ついては、以下のとおりとする。 
 
○ 収益認識専門委員会 
「新井 武広 副委員長」を専門委員に選任し、専門委員長とする。 

 
○ 退職給付専門委員会 
専門委員長は、当面の間、設けない。 

 
○ 企業結合専門委員会 
専門委員長は、当面の間、設けない。 

 
○ リース会計専門委員会 
専門委員長は、「小賀坂 敦 主席研究員」とする。 

 
○ 実務対応専門委員会 
専門委員長は、「小賀坂 敦 主席研究員」とする。 

 
以 上 
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